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1 今年度の取組概要(案） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表 1.今年度の取組概要(案） 

区分 取組名 概要 

公共交通 

利用促進策 

65歳以上及び障がい

者の実質無償化 

市民を対象に 65歳以上及び障がい者について

は、Nバスの実質無償化を実施 

利用促進イベントの

実施 

Nバスの周年イベント、クリスマス、バレン

タイン等の行事にあわせたイベントを実施予

定 

公共交通便りの発行 夏、冬の 2回、公共交通の利用促進を図るた

め、公共交通便りを発行。 

Nバスの運

行見直し 

令和 5年度の運行計

画見直し 

令和 4年 4月の見直し以降の利用状況を踏ま

え、必要に応じて、Nバスの運行見直しを検

討 

 

  

●公共交通の利用を促すため、昨年度同様に、利用促進イベントの実施、公共交通便りの発行等

を行います。 

●さらに、今年度は市の負担により、市民を対象に 65歳以上及び障がい者の運賃実質無償化を

実施します。 

●また、令和 4年 4月に新たな運行計画で Nバスを運行していますが、今年度の利用状況をみ

て、必要に応じて令和 5年度の運行計画の見直しを行います。 
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2 公共交通利用促進策 

2.1 65歳以上及び障がい者の運賃無償化 

 

 

 

 

 

 

2.2 利用促進イベントの実施 

 

 

 

 

 

2.3 公共交通便りの発行 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図-1.公共交通だより 10 号（令和 4 年 3 月発行）  

●Nバスの利用促進を図るため、公共交通アテンダント「Nバス娘」と連携し、ハロウィンやバ

レンタインデーなど季節に応じたイベント実施します。 

●イベントは新型コロナウイルスの感染状況をみて実施します。 

●公共交通の利用促進を図るため、夏期と冬期の年 2回、公共交通便りを発行し、全世帯に配布

します。 

●65歳以上及び障がい者の市民の方の外出を支援するため、これらの方を対象にNバスの運賃

を実質無償化します。 

●8月から年内での無償化導入を目指し、今後、検討を進めていきます。 

●無償化が適用された方の運賃は、市が負担します。 
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3 Nバスの運行見直し 

3.1 Nバスの運行見直し 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●令和 4 年 4 月以降の N バスの利用状況や、利用者、地域からの要望等を踏まえ、必要に応じ

て令和 5年度におけるＮバスの運行計画の見直しを行います。 

●見直しを行った路線以外にも、幹線バスへのアクセス向上など、利便性向上向けた見直しを検

討します。 


